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支援事業手続書類一覧
証拠書類一覧
Ⅰ．事業者のみなさまへ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

真庭市ふるさと名物支援金（以下「支援金」という。）は、真庭市地域産業連携支援金交付要綱及び真庭市ふるさと名物支援金交付要綱（以下「交付要綱」という。）の適用のもとに運用されております。

　真庭市産業サポートセンター（以下「サポートセンター」という。）では、事業者のみなさまが支援事業を適正に遂行されますよう、交付要綱を事業者用に編集し、ポイント、留意点を「支援事業の手引き（以下「手引き」という。）」としてまとめました。

　

経理担当者・事業担当者は、「手引き」を熟読された上で支援事業を進められるようお願いいたします。

　事業者のみなさまにおかれましては「手引き」にあるルールを遵守していただくとともに、ご不明な点についてはサポートセンター担当者に必ずお問い合わせくださるようお願いいたします。

　支援事業を行うにあたっては、特に以下の４点に留意していただきます。

	＜支援事業を行うにあたっての留意事項＞

①　事業計画に沿った事業（新商品・役務の開発、販路開拓）の遂行

②　計画変更の際のサポートセンター担当者への早めの相談 
　　（計画の変更には購入物件の変更、追加、購入取りやめも含みます） 
③　支援対象物件・書類（伝票等）の適切な管理（支援事業年度～終了後５年間 ）
④　申請書・報告書類の迅速な提出


Ⅱ．支援事業の手続の流れ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１．交付決定 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　サポートセンターから事業者へ支援金交付決定通知書をお送りいたします。この通知をもって支援事業のスタートとなります。また、翌年の２月末日までには支援事業を終了しなければなりません。

このため、交付決定日より、前に着手された経費及び、事業終了後に支払われた経費については、支援金の対象となりません。
支援金の対象となる経費は、交付決定日～翌年の２月末日までに、見積、発注、契約、納品、支払等が行われた費用です。

※交付申請のため、既に徴取された見積と実施内容（金額）に変更がない場合は再度見積徴取していただく必要はありません。

※原材料、機械装置、器具等については、少なくとも１月中旬までに納入して支援事業に使用してください。

２．中間検査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
   物品の購入や、委託・外注の執行とそれらの支払状況、また支援事業全体の進捗状況、さらには関連書類の整理状況等を確認するため、サポートセンター担当者が事業者を訪問し、経理書類、契約関係書類、写真、現物等を確認します。

３．支援事業の終了　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２月末日までに支援事業を完了していただきます。購入物品や役務に対する支払いや、領収書など関連証票の入手なども、すべて２月末日までに終了していただきます。２月末日より早期に事業を終了することも可能です。

４．実績報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「支援事業実績報告書（提出部数：１部）」により、支援事業の実績を報告していただきます。支援事業実績報告書は、支援事業の成果を書面にて報告するもので、支援金の支払いの根拠となる、大変重要な書類です。

実績報告書の記載の際には、交付申請書に掲げられた事業項目ごとに実施した事業内容、得られた成果を、事業のプロセスも含めて記載してください。

支援事業完了後（支援事業が計画どおり遂行され、所期の目的を達成したものであって、支援対象物品の全部を取得）、事業者は速やかに、支援事業実績報告書に経理証拠書類の写しを添えて事業の完了を報告してください。

【提出期限】支援事業を完了した日から３０日以内、又は２月末日のいずれか早い日まで
５．確定検査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
物品の入手・支払、事業成果等を確認するため、サポートセンター担当者が、経理書類、出張報告書など関係書類、支援対象物件（購入した機械、原材料、カタログ、パンフレットなどの印刷物等）の確認をさせていただきます。

※機械装置など現物を確認する必要のある場合がありますので、ご対応をお願いします。

６．支援金の額の確定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
支援事業実績報告書の内容及び確定検査の結果により、支援金の額を確定し、サポートセンターから事業者へその旨を通知します。

７．精算払の請求　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「支援金精算払請求書兼口座振替依頼書（提出部数：１部）」をサポートセンターへ提出していただきます。受領後、支援金の振込みを行います。

８．計画、購入物件、経費配分等に変更が生じる場合　　　　　　　　　　　
交付要綱の規定に基づき、「支援金変更（等）承認申請書（提出部数：１部）」により、あらかじめ計画変更の承認を受けなければなりません。変更承認前に行った発注については、支援対象外になる可能性があります。必ず、早めに、サポートセンター担当者にご相談ください。

	【１】変更承認申請が必要な場合
①新たな物件の購入や、物件購入の取りやめ
②事業期間を変更する場合
③総経費の配分を３割以上変更する場合
④事業内容、方法、規模が変更される場合（仕様、数量、単価の変更は除く）
※原材料の数量や機械等の仕様の変更が、試作又は技術開発の内容の変更につながることがあ
りますので、変更に当たっては充分注意してください。
※上記に当てはまらない軽微な変更と思われても、まずはサポートセンター担当者にご相談く
ださい。
【２】変更承認申請に必要な書類
①変更承認申請書（変更の理由及び内容を記載）
②見積書・カタログ等


支援事業者の代表者、会社名、所在地、代表者印等に変更があった場合にも届け出ること。また、変更申請書の提出に値しない研究内容の変更の場合でも届け出ること。
９．支援事業を断念せざるを得なくなった場合　　　　　　　　　　　　　　
支援事業が何らかの事情により遂行が不可能となり、中途で中止したり、廃止したりする場合には、交付要綱の規定に基づき、「支援金変更（等）承認申請書（提出部数：１部）」により、事業の中止（廃止）の承認を受けなければなりませんので、まずは早めにサポートセンター担当者にご相談ください。

１０．支援事業で取得した財産の処分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　取得財産の処分をしたい場合、あらかじめ財産処分の承認を受けなければなりません。手続き完了までに時間を要する場合がありますので、サポートセンター担当者に早めにご相談ください。

　処分には目的外使用等を含みます（１３ページを参照のこと）

Ⅲ．支援事業実施にあたっての注意事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１．一般的な注意事項 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
支援金の原資は市民の税金であることから、透明性・客観性、また、適切な経理処理と説明責任が要求されます。計上する全ての経費について、適正な処理がなされた証拠となる経理書類（以下、「伝票類」という）が必要となります。証拠となる伝票類が確認できない場合、支援対象にはできませんので、以下に掲げる注意事項をしっかり守って、処理にあたってください。

（１）伝票類の整理・保管について
伝票類は、支援事業に関係するものだけを抽出し、謝金、旅費、借損料等の費目別に分類し、更に一つ一つの物件別に分類し、整理・保管してください。

（検査の際、原本が確認できない場合は支援対象外となります。）

	伝票類 とは

1 仕様書（控）、見積依頼書（控）

2 見積書（１件１０万円以上の取引の場合複数社から取得する相見積が原則）

3 納品書

4 検収書（納品書に検収印を押印したものでも可）※日付・確認者の明記にご注意

5 請求書

6 通帳（写）又は当座勘定照合表（口座からの支払の場合）

　　領収書及び現金出納簿（現金支払の場合） 
※全ての伝票類に日付の記載が必要です。

　なお、各日付は、前払い等でない限り①→②…⑨の順となります。


伝票類を、物件ごとに、時系列に揃えて保管してください。物件ごとに明確に区分してください。

※保存義務のある期間は、補助事業終了後、５年間です。

（２）伝票類に関する注意事項
　  ①仕様書、見積依頼書

　　　　・見積りを依頼する際、どのような仕様で見積りを依頼したかが分かるよう、仕様書や見積依頼書を整備してください。

②見積書

・原則として、上記①仕様書、見積依頼書により、１件あたり概ね１０万円以上を要するものについては、原則として２社以上から見積書を取る「相見積」を行ってください。但し、当該契約者以外の第三者に履行させることが業務の性質上不可能などの特殊な事情により、相見積を取れない場合は、事前にサポートセンター担当者と相談の上、１社選定理由書を提出してください。

　業務等に精通している、納入実績がある、使い勝手がよい、という理由だけでは、理由とはなりません。用途に鑑み、品質、機能等において、同一の他の物件が存在する場合には、複数社から見積書を徴取してください。

・事業途中に、数量・仕様等が変わった場合、新しく見積依頼書を出し、見積書（相見積が原則）を取り直してください。

・発注時点において、見積書の有効期限が切れている場合、証拠能力は認められません。
③納品書

・納品書に納品年月日、納品を受けた担当者の氏名を明記してください。

④検収調書

・納品後、検収を行った際に、その日付、検収者を明確にした検収調書を作成してください。納品書に検収印（ゴム印等）を押印したものでも結構です。

・検収日をもって「取得日」となります。

⑤請求書

　　　　・必ず発行を受けてください。

⑥通帳（写）又は当座勘定照合表（口座からの支払の場合）
領収書及び現金出納簿（やむをえない現金支払の場合）
　　・支払は原則銀行振込みにより行って下さい。また、事業完了日までに相手方に着金となることが必要なため手形・小切手での支払いは原則行わないで下さい。

　　・ファームバンキング、インターネットバンキングの場合、振込を行った結果の明細表を、ＰＣ画面のプリントアウト等により、書面にて保存してください。

　　・現金で支払う場合には、指示等を行う書類（出張旅費の場合は命令書等）を添付してください。

　　・他の費用と併せて支援対象経費が口座から引き落とされている場合には、支援対象経費と他の費用との合算額が説明できるように説明資料を付けてください。

・現金による支払の場合には、領収書と併せて現金出納簿等の資料を必ずその物件の金額が明確に分かる形で添付してください。

　なお、同一事項の見積書、注文書や請求書等の件名（但し書き）は統一してください（例：○○機器試作に関する委託費用）。違う件名のため書類の確認ができない場合には支援対象経費から外れることがありますので気をつけてください。
　　　　・クレジットカード払いも可としますが、クレジットカードの利用明細（写）と通帳（写）で利用と引き落としを確認します。クレジットカードの引き落とし日が事業期間内となるように注意してください。
（３）物件の入手等に係る注意事項について
①物件の入手については、使用期間を十分考慮したものとし、代金の支払いは２月末日もしくは、支援事業の最終日までに済ませてください。

例えば、機械装置・備品等の納入が２月となった場合、支援事業に有効活用できたかどうか、疑義が生じます。なるべく早い時期に入手するよう努めてください。

（使用簿等を作成して、利用実績を確認できるようにしてください。利用実績が認められない場合は、支援対象とはできません。）
②在庫品を使用する場合は、支援対象となりません。

③交付申請書に記載した購入予定物件以外に、サポートセンターの承認を得ずに購入した物件は支援対象となりません。

④振込手数料は、支援対象となりません。相手先の口座に着金した額が支援対象経費になります。
⑤価格の妥当性を証明できるようにしておいてください（仕様書、相見積による見積書はもちろん、カタログ、価格表等の整備など）。

⑥特注となる機械装置・工具器具・外注加工品については、設計図、回路図等の仕様書（図面等）を整備してください。

⑦機械装置等において数量を「一式」とした場合は、その内訳を仕様書等で確認できるよう整備してください（実際に使用したものが対象となるため）。

⑧機械装置等における予備品の購入費用は、支援対象となりません。

⑨見積書に有効期限がある場合は、有効期限切れに注意してください。

（有効期限切れの見積書は、証拠能力を認められません。）

⑩購入した額ではなく、実際に使用した量（物）のみが支援対象です。

（４）検収年月日の明確化について
支援事業に係る物件については、「検収調書」に記載の検収年月日をもって、取得年月日とします。（「納品書」の年月日ではありません）そのため、取得年月日＝検収年月日となるよう、「検収調書」の日付を記載してください。

　　　なお、物件の返品や手直しを行った場合は、伝票等の書類によってその旨を明確にしておいてください。

（５）代金の支払に係る注意事項について
支援の対象となる経費とは、
(1)事業に必要な経費として交付申請等によりサポートセンターの承認を得たものであり、
(2)交付決定日以降（変更承認日以降）に発注され、
(3)実際に支援事業として使用され、支援事業期間内で成果があり、

(4)支援事業期間内に支払が完了したもののみであり、
(5)費用の発生から支払いの完了までが証拠書類によって明確に確認できることが必要となります。そのために次の項目を必ず遵守してください。

　①他の取引との「相殺払い」は原則行わないでください。また、請求書等で金額の内訳が確認出来る場合を除き、「混合払い」は行わないで下さい。確認できない場合は対象外になります）。
　　　　②銀行振込の場合は、振込依頼書（控）（振込金受取書）を必ず受け取ってください。また、２月末日もしくは、補助事業の最終日までに支払先に振り込まれるようにしてください。
　　　　③小切手による支払いは行わず、銀行振込で対応してください。

（６）支援金の請求及び支払について
支援金は、事業者からの請求に基づき、精算払（事業完了確認後の後払い）にて支払います。よって、２月末日まで支援事業を行った場合には支援金の支払時期は、３月下旬頃となります。金融機関の状況によっては、サポートセンターの支払日から御社の口座への着金日の間に数日のずれが生じる場合がございます。

（７）支援対象物件の保管及び他の用途への使用禁止について
支援対象物件は、支援事業期間及び事業終了後も３年間、適正に保管しなければなりません。（試作・実験における仕損じ品、テストピースも含む。）

  　また、支援対象物件は、支援事業目的のみに使用するため取得するものであり、他の用途には使用できません。
支援事業期間内において、物件を保管していない場合や、他の用途へ使用した場合、また、支援事業の目的で使用しなかった場合、支援事業期間内に使用していない場合、支援期間終了間際に購入し支援事業での成果を出せなかった場合には、支援対象にはなりません。必ず、使用記録を残してください。また、保管スペースがなかったり、試作品が生ものであったりする場合には写真を撮り、購入や使用に関する証拠を残しておくことなどが必要です。
支援対象物品に対する表示
支援対象となっている物件であることを示すため、支援対象物品には、見えやすいところに表示を行ってください。現地調査時に確認させていただきます。

　　　　（例）

（８）支援事業に係る記録の整理・保存について
支援事業で得られたデータ類・写真、製作する物品の図面・仕様書及び部品の一覧表、出張報告、会議・打合せの議事録等を整理・保存してください。これらの資料は、支援事業を適正に実施したことの客観的な証拠書類であり、大変重要です。（これらの資料も５年間保存。）
２．支援対象経費区分ごとの注意事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　支援対象経費とその定義については、「交付要領　別表」を参照してください。以下には、主な経費区分ごとの注意事項を記します。※支援対象経費はあくまで当該支援事業に係る経費であり、支援事業目的外、例えば事業者の営業活動（新規販路開拓のための商談は除く）、販売に直接係る費用等は支援対象にはなりません。最終消費者への販売を主な目的とする物産展も対象外です。
①試作原材料費
　　原材料は、購入した数量ではなく、実際に補助事業の用務に使用した数量分（原料をもとに試作品を作る場合は、その試作品を用務に使用した数量に対応する分）が補助対象となります。実際に購入した量・使用した量等の確認が明確にできない場合には、補助対象となりませんので、以下の点にご注意ください。
・受け払いの都度、材料の種別又は使用別に、受払年月日、受払数量等の必要事項を記載した受払簿を整備し保管してください。また、納品時及び使用後（空袋等）の写真を撮ってください。
・支援事業の途上及び支援事業の終了の時点において、払出原材料に残存品が生じた場合は、その都度、返庫伝票及び受払簿などにより戻入の手続きをとってください。
・支援事業遂行の途上において発生した原材料等の仕損じ品、テストピース等も支援対象物品となりますので必ず保管してください。
・送料は支援対象外となります。
②機械装置費
・機械装置購入の場合は、仕様書、契約書、納品書、検収調書、請求書、領収書等の証拠書類、及び図面等を整備、保管してください。特別な理由により、特定の者と契約を行う場合は、１社選定理由書を作成してください。
・機械装置費においては、取得価格が１０万円未満の場合は支援対象外となります。
・事業終了間際での購入は絶対やめてください。
※機械装置等は購入しただけでは対象とはなりません。支援事業期間内で、支援事業に適した形で使用し、支援事業としての成果を残した場合のみ支援対象となります。（支援事業に使用していない場合は支援対象にはなりません。）
・契約時と納品時の物品の仕様が異なっていないかよく検収してください（保証書等は必ず保管してください）。数量を「一式」とした場合には、「一式」の内訳表を必ず作成してください。※使用した部品のみが対象になります。
・汎用性の高いもの、中古品は原則、支援対象となりません。但し、中古品において、やむ得ない事情の場合は、事前にご相談下さい。
・リースで対応した方が経済的な場合は、購入せず、リースで対応してください。
・送料は支援対象外となります。
③広報費
支援事業にて作成するパンフレット、ホームページ等については、当該支援事業に関連するもののみとし、事前に作成案の段階でサポートセンター担当者に見せ、内容を確認させてください。（直接的な販売行為に該当する内容のものや支援事業関係以外の記載は支援対象外とします。また、企業ＰＲを主とするパンフレット等も支援対象外とします。）
・支援事業以外の物件と混在した内容であった場合、支援目的への適合性の説明が困難であるため、全体が支援対象外となることがあります。
・パンフレット等を複数部作成した場合、受払簿（配布リスト）等を作成してください。支援事業実施期間中に使用された部数が支援対象となります。
・広報の実施効果の検証データを整理してください。（例えば、問い合わせ件数の推移、ＨＰ閲覧件数の推移などを集計し、広報成果をまとめてください。）
・インターネット広告についても他の対象経費と同様に、仕様掲示、見積、発注、納品、検収、請求、支払といった流れで調達を行い、適切な経理処理の証拠となる書類（取引画面を印刷したもの等）を整理・保存・提出ができることを把握してから取引してください。実際に経費支出を行っていたとしても、取引相手先の都合等により、発注日が確定できる取引画面を提出できない、補助対象経費として計上する取引分の請求額が判明する書類が提出できない、広告が確認できるインターネット画面が取得できない等の場合には、補助対象にできません。
３．その他　支援対象経費全般にわたる留意事項　　　　　　　　　　　　　　
①　支援事業によって作成した試作品そのものを販売することはできません。
（テスト販売（※）を除く。ただし、テスト販売については、試作品を販売する場合に限定し、テスト販売の実施に伴う収入が発生した場合には、当該収入を補助事業に係る経費から差し引いて算出します。）
· （支援対象の要件）テスト販売品の販売期間が概ね１カ月以内となるもの。
· テスト販売は、同一の場所及び同一の趣旨で複数回行わないもの。（試作品の改良、販売予定価格の改訂をした場合を除く。）
· テスト販売品には「テスト販売価格」などと通常の販売商品とテスト販売品とが区別できるよう、テスト販売品である旨を明記することが可能なもの。
· 消費者等に対してアンケート等の調査を行い、テスト販売の効果を検証することができるもの。
· テスト販売の売上げを明確に管理できるもの。
②　以下の経費は補助対象となりません。
· 当サポートセンター訪問にかかる旅費、書類送付等にかかる費用は補助対象になりません。
· 通常の生産活動のための設備投資、原材料や商品仕入れ等営利活動とみなされる事業の経費
· 連携事業者に加工を依頼した際の経費や委託した際の人件費
· 事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
· 電話代、インターネット利用料金等の通信費
· 販売（①のテスト販売を除く）を目的とした製品、商品等に係る経費
· 商品券等の金券
· 名刺や文房具等の事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
· 茶菓、飲食、奢侈、娯楽、接待の費用
· 不動産の購入費、自動車等車両の購入費・修理費・車検費用
· 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
· 金融機関などへの振込手数料
· 各種保険料（旅費に係る航空保険料等。）
· 借入金などの支払利息及び遅延損害金
· 交付申請書等の書類作成に係る費用
· 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
Ⅳ．支援事業終了後の義務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１．財産処分を行う場合の承認　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　支援事業によって取得し、又は効用が増加した財産を処分しようとする場合（試作開発以外の目的に使用しようとし処分する場合も含む）は、サポートセンターの承認を事前に受けなければなりません。 
  なお、当該承認に係る財産を処分したことにより収入があったときは、交付した支援金の全部又は一部に相当する金額をサポートセンターに納付することになります。

○財産処分の承認を要するもの
　①　支援事業者が取得財産等を他の用途に使用する場合
②　支援事業者が取得財産等を他の者（連携事業者は除く）に貸付けする場合
③　支援事業者が取得財産等を他の者に譲渡する場合
④　支援事業者が取得財産等を他の物件と交換する場合
⑤　支援事業者が取得財産等を債務の担保に供しようとする場合
　⑥　無形資産のうち、産業財産権等を譲渡又は実施権を設定する場合
⑦　支援事業者が取得財産等を廃棄する場合
ただし、次の各号に該当するときは、この限りではありません。
①活用事業の完了した日の属する会計年度の終了後３年を経過したとき。
②取得し、又は効用の増加した機械装置等の価格が２０万円未満のものであるとき。
２．事業の廃止等　　　　　　　　　　 　　　　　　
活用事業の完了した日の属する会計年度の終了３年を経過する日以前に、活用事業の成果に基づく事業を廃止する場合又は市内の事業所・事務所を市外に移転する場合は、支援金を全額返還しなければなりません。
Ⅴ．不正、不当な行為に対する処分　　　　　　　　　　　　　　
一般的に、支援金の交付は、支援事業者に対して行う片務契約ですので、これを受け入れる側に対し、有効かつ、適正な使用を要求し、さらに前述の報告等を義務づけています。次の事項について違反した者に対しては、その交付の決定を取消し、すでに交付した支援金の返還を命じ、場合によっては返還金に対する加算金及び延滞金を納付してもらわねばならないこともありますので、充分留意してください。
（1）交付決定の取消し等について
①支援事業期間中、終了後を問わず、下記のいずれかに該当することが明らかであるときは、当該支援事業にかかる支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すこと場合があります。
（ｱ）偽りその他不正の手段により支援金の交付決定を受けたとき
（ｲ）支援金の交付決定後に事情の変化により、促進事業の全部又は一部を継続する必要がなくなり又はその遂行が出来なくなったとき
（ｳ）支援事業者が、当該支援金を目的外に使用したとき
（ｴ）支援事業者が、支援金の交付決定の内容又は決定に付した条件に違反したとき
（ｵ）支援事業者が、当該促進事業に関し、法令及びこの要綱又はこれに基づく処分もしくは命令に違反したとき
（ｶ）実施年度中において、第４条第２項各号のいずれかに該当したとき
（2）支援金等の返還について
①交付決定を取り消した時点で既に支援金が交付されているときは、あわせて支援金を返還いただく場合があります。その場合、サポートセンターが定める期限までに返還しなければなりません。
（3）延滞金について
①納期限までに納付しなかったときは、延滞金を支払わなければなりません。
別　記
支援事業手続書類一覧
①必ず提出が必要なもの
	様 式
	種 類
	備 考

	交付要綱
様式第１号

	支援金交付申請書

	支援事業者の内定を受けた事業者は年間の支援事業計画、事業経費等を詳細に記載し、提出する。

	交付要綱
様式第４号

	支援金実績報告書
	支援事業の完了日から、３０日を経過した日又は２月末日のいずれか早い日までに提出する。


②その都度提出が必要なもの
	様 式
	種 類
	備 考

	交付要綱
様式第３号
	支援事業変更等(中止・廃止)承認申請書
	支援事業の内容又は経費配分を著しく変更するとき、変更前に提出する。また、中止又は廃止しようとするときに提出する。

	交付要綱
様式第６号
	支援金請求書
	支援金の支払いを受ける際に提出する。
（「確定通知書」を受領後）

	任意様式
	支援事業変更届
	軽微な変更を実施する際に提出する


③真庭市産業サポートセンターから通知のあるもの
	様 式
	種 類
	備 考

	交付要綱
様式第２号
	支援金交付決定通知書
	支援事業者から支援金交付申請書を受領し、内容を確認した後に通知する。

	交付要綱
様式第５号
	確定通知書

	支援事業者より支援事業実績報告書を受領し、検査・支援金額確定後に通知する。

	交付要綱
様式第７号
	支援金等返還命令書

	支援決定を取り消された場合で既に支援金が交付されているときに通知する。


証拠書類一覧

	項 目
	証 拠 書 類

	試作原材料費
	①支払書類…見積書、納品書、請求書、銀行振込明細書または領収書
②管理書類…受払簿、写真

	機械装置費
	①支払書類…見積書、納品書、請求書、銀行振込明細書または領収書
②契約書類…業者選定理由書、売買契約書（発注書）
③管理書類…備品台帳
④その他…仕様書またはカタログ、現物写真（全体及び備品番号）
※売買契約書は、発注書でも代用可能

	広報費
	①支払書類…見積書、納品書、請求書、銀行振込明細書または領収書
②その他…仕様書、制作物の写し（ＰＲ用のホームページ、パンフレット、チラシ等）


２０○○年度


真庭市ふるさと名物支援金


支援対象物品


整理番号 ○○○





※テスト販売とは・・・


限定された期間などで不特定多数の人に対して試験的に販売し、商品仕様、顧客の反応等を測定・分析し、試作品に改良・修正を加えて本格的な生産・販売活動に繋げるための事業をいいます。�
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